
去る６月１５日、１６日に、関西地区で恒例となりました
レジャーホテルエキスポ2016が大阪産業創造館で開催さ
れました。今年で6回目となる西日本ブロック主催のセミ
ナーと展示会は、今や当協会最大規模のイベントになって
います。今年は『意識改革』〜チャンスは目の前に〜を
テーマにこれからのレジャーホテルについて考えるという
内容での開催となりましたが、全国各地からレジャーホテ
ル経営者を中心に約900名の方にお越し頂き、活気のある
2日間となりました。セミナーでは、今話題となっている
インバウンド需要の取り込みについて、各地の事例のパネ
ルディスカッションが行われたほか、海外向けの予約サイ
トの活用事例などが紹介されました。また、実務面として
は、客室清掃とメンテナンスについて会員店舗の取り組み

事例が紹介され、レジャーホテルに何が大切なのか、これからのレジャーホテルに何が必要なのかを考える
場になったのではないでしょうか。また、併設された展示会では、レジャーホテル関連の約３１社が参加さ
れ、貴重な情報交換の場になったのではないかと思います。山本副会長をはじめ、西日本ブロックの担当の
皆さま、大変お疲れ様でした。
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レジャーホテルそこまでやって委員会の様子

展示会場 懇親会 会場 シティプラザ大阪『眺』



去る５月２６日に通常総会が東京にて開催されました。清水会長は冒頭のあいさつで、昨年一年を確実
に提携団体とのつながりの和が広がった１年だったと総括し、九州、佐賀、青森、岡山など各地団体と
提携がすすんだことを挙げられ、レジャーホテル業界の全国組織としてしっかりと活動をしていくこと
を話されました。
続いて行われた総会では、通常に従い昨年の活動報告と決算内容が説明され、そのあと新年度の活動方
針と活動予算がそれぞれ全会一致で承認されました。また、今回の総会では、定款の一部改定について
議案が出され審議が行われました。定款の改定内容は下記のとおりで、時代の変化に合わせ、「目的及
び事業」について文言の改定が提案なされましたが、特に異論はなく、総会出席者および委任状を含め、
全体の2/3以上のご賛成をいただき無事に承認をいただきました。
また、今回、矢下恒雄監事より任期の途中ではあるものの都合により、辞任したいとの申し出があった
ため、後任監事として髙木幹太氏が推薦され、承認されました。

改定定款（改定部分のみ抜粋）

（目的）
第３条 この法人は、会員相互の理解と連携を基に、レジャーホテル業界の牽引役となり、業界の健全
な発展と地域ならびに社会への貢献を通し、レジャーホテル業界の社会的地位向上に寄与することを目
的とする。
（事業）
第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
（1）レジャーホテルを営む者が、 関係法令を順守し、衛生的で安全な施設とサービスを提供できる
よう、継続的な教育と支援に努める。
（2）業界全体の牽引役となり、関係省庁や関連団体と密にコミュニケーションを図り相互に理解を深
め、進んで協力関係を構築する。
（3）地域ならびに社会への積極的な貢献を通し、地域社会の一員として共生を図り、レジャーホテル
業界全体の社会的地位向上に努める。
（4）その他、上記の目的を達成するための事業を行う。
２ 前項各号の事業は、日本全国において行うものとする。
（開催）
第13条 総会は、定時総会として毎年度６月に1 回開催するほか、必要がある場合に開催する。

通常総会報告



緊急セミナー開催 ～ 日本政策金融公庫の貸付 ～

東日本ブロック7月5日（火）西日本ブロック7月12日（火）

去る7月5日に東京で7月12日に大阪において、緊急セミナーを開催しました。ラブホテルから一
般ホテルへの転換のための改装資金に対して低金利での公的融資が受けられるという、今話題の融
資制度について厚生労働省、日本政策金融公庫の担当官より、直接詳しいお話を伺うことができま
した。両日で全国各地から総勢200名もの参加者にお越し頂き、このテーマへの関心の高さがうか
がわれました。また2部では業績の芳しくないレジャーホテルを中国人団体客向けのインバウンド
専用ホテルに完全リニューアルした事例などを詳しく紹介頂きました。

お問い合わせ

おかげさまでミネラルウォーター累計販売本数1000万本達成!!

日本全国災害復興支援活動


